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も
と
よ
り
、
以
上
指
摘
し
た
問
題
は
、
本
論
文
に
対
す
る
本
質
的

な
要
望
と
い
う
よ
り
は
、
今
後
研
究
を
進
め
る
な
か
で
中
長
期
的
課

題
と
し
て
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
問
題
で
あ
り
、
本
論
文
が
持
つ

学
術
的
価
値
を
い
さ
さ
か
も
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。

よ
っ
て
、
審
査
員
一
同
は
、
本
博
士
学
位
請
求
論
文
が
独
創
的
で

的
確
な
分
析
と
高
い
実
証
性
を
兼
ね
備
え
た
先
駆
的
な
学
術
研
究
で

あ
る
こ
と
を
認
め
、
博
士
（
法
学
）（
慶
應
義
塾
大
学
）
の
学
位
を

授
与
す
る
の
に
適
当
と
判
断
す
る
次
第
で
あ
る
。

二
〇
一
二
年
二
月
二
七
日

主
査

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員

添
谷

芳
秀

Ph.
D.

副
査

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員

法
学
博
士

赤
木

完
爾

副
査

立
教
大
学
法
学
部
教
授

法

学

博

士

佐
々
木
卓
也

李
奇
泰
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

１
．
問
題
の
所
在
と
論
点

李
奇
泰
君
の
博
士
学
位
請
求
論
文
「
米
国
の
東
ア
ジ
ア
政
策
と
日

本
の
対
韓
安
全
保
障
政
策
│
在
韓
米
軍
撤
退
問
題
と
日
韓
安
全
保
障

協
力
の
模
索
、
一
九
六
九
〜
一
九
七
九
」
は
、
デ
タ
ン
ト
期
に
お
け

る
日
本
の
対
韓
安
全
保
障
政
策
を
米
国
の
東
ア
ジ
ア
政
策
の
変
遷
と

の
関
連
に
着
目
し
て
考
察
し
た
研
究
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
李

君
の
母
国
で
あ
る
韓
国
で
は
、
朝
鮮
半
島
が
四
大
国
、
す
な
わ
ち
米

国
、
ロ
シ
ア
（
ソ
連
）、
中
国
、
日
本
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
い
う
地

政
学
的
な
視
角
が
常
識
的
で
あ
る
。
し
か
し
李
君
の
研
究
は
、
戦
後

の
日
本
が
米
中
ソ
三
大
国
と
は
同
次
元
の
大
国
間
ゲ
ー
ム
を
展
開
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
を
的
確
に
理
解
し
、
戦
略
的
に
大
国
外
交

を
志
向
し
て
い
る
と
す
る
解
釈
に
傾
き
が
ち
な
韓
国
に
お
け
る
日
本

外
交
考
察
と
は
一
線
を
画
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

本
論
文
に
お
い
て
李
君
は
、
デ
タ
ン
ト
期
の
安
全
保
障
問
題
を
め

ぐ
る
日
本
の
対
韓
外
交
は
米
国
の
東
ア
ジ
ア
政
策
の
変
化
に
対
応
し

つ
つ
「
朝
鮮
半
島
の
安
定
化
」
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
、
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そ
こ
で
日
本
外
交
は
日
米
安
保
体
制
と
平
和
憲
法
を
軸
と
す
る
「
吉

田
路
線
」
の
枠
内
に
お
い
て
能
動
的
な
役
割
を
果
た
そ
う
と
し
た
と

い
う
考
察
を
展
開
す
る
。
具
体
的
に
は
、
デ
タ
ン
ト
期
に
お
け
る
在

韓
米
軍
撤
退
問
題
を
軸
と
す
る
米
国
の
東
ア
ジ
ア
政
策
の
変
化
が
分

析
さ
れ
た
上
で
、
そ
れ
と
の
関
連
性
に
着
目
し
つ
つ
日
本
の
対
韓
安

全
保
障
政
策
の
展
開
が
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

一
九
六
〇
年
代
後
半
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
泥
沼
化
に
伴
い
国
力
の
相

対
的
低
下
へ
の
危
機
認
識
を
強
め
て
い
た
米
国
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な

戦
略
の
建
直
し
を
迫
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
到
来
し
た
の
が
一
九
七
〇

年
代
の
デ
タ
ン
ト
期
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
米
国
の
東
ア
ジ
ア
戦
略
の

核
心
は
中
国
と
の
関
係
改
善
に
あ
っ
た
。
本
論
文
は
、
米
中
和
解
は

米
中
ソ
三
角
関
係
に
お
け
る
力
の
均
衡
を
求
め
る
米
国
主
導
の
勢
力

均
衡
政
策
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
ソ
連
の
勢
力
を
抑
止
す
る
た
め
の

新
た
な
世
界
戦
略
で
あ
っ
た
、
と
論
じ
る
。
そ
の
上
で
本
論
文
は
、

デ
タ
ン
ト
期
の
米
国
の
対
外
政
策
が
必
ず
し
も
一
貫
し
た
方
針
に
沿

っ
て
展
開
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
デ
タ
ン
ト

期
に
み
ら
れ
た
米
国
の
東
ア
ジ
ア
政
策
の
変
化
が
日
本
の
対
韓
安
全

保
障
政
策
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
か
を
分
析
す
る
。
そ
の
た
め

に
李
君
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
ス
カ
ラ
ピ
ー
ノ
（
Robert
A
.Scalapi-

no）
の
研
究
に
依
拠
し
、
デ
タ
ン
ト
期
に
お
い
て
米
国
の
東
ア
ジ

ア
政
策
は
、「
撤
退
」（
w
ithdraw
al）、「
連
合
」（
united
front）、

「
均
衡
」（
equilibrium
）
と
い
う
三
つ
の
戦
略
的
オ
プ
シ
ョ
ン
の

間
を
揺
れ
動
い
た
と
す
る
分
析
視
角
を
設
定
す
る
。

李
君
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
米
国
が
「
撤
退
」
戦
略
を
前
面
に
打
ち

出
し
て
い
た
の
は
、
安
全
保
障
面
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
重
視
し
つ
つ
在

韓
米
軍
撤
退
政
策
を
進
め
た
ニ
ク
ソ
ン
政
権
期
Ⅰ
（
一
九
六
九
│
一

九
七
一
）
と
カ
ー
タ
ー
政
権
期
Ⅰ
（
一
九
七
七
│
一
九
七
八
）
で
あ

る
。
米
国
の
「
撤
退
」
戦
略
が
世
界
戦
略
と
し
て
の
信
頼
性
を
維
持

す
る
た
め
に
は
、
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
中
国
と
の
安
定
的

関
係
が
重
要
と
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
日
本
と
韓
国
に
米
国
の
安

全
保
障
上
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
低
下
に
対
す
る
懸
念
を
引
き
起
こ

し
た
。
そ
こ
で
日
本
は
、
一
九
六
九
年
の
「
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
共
同

声
明
」
に
お
け
る
「
韓
国
の
安
全
は
日
本
の
安
全
に
と
っ
て
緊
要
で

あ
る
」
と
の
「
韓
国
条
項
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
旦
は
在
韓

米
軍
撤
退
政
策
の
論
理
に
沿
う
形
で
韓
国
の
安
全
保
障
問
題
に
関
与

す
る
姿
勢
を
み
せ
た
。
し
か
し
結
局
は
、
韓
国
に
対
し
積
極
的
に
協

力
姿
勢
を
示
す
こ
と
が
む
し
ろ
米
国
と
の
「
役
割
分
担
」
の
論
理
に

利
用
さ
れ
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
直
面
し
、
消
極
姿
勢
へ
と
転
ず
る

こ
と
と
な
る
。

米
国
が
ソ
連
に
対
す
る
脅
威
認
識
を
高
め
る
と
「
連
合
」
戦
略
に

傾
く
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、
米
国
が
中
国
だ
け
で
は
な
く
日
本
に

対
し
て
も
対
ソ
戦
略
上
の
役
割
増
大
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
本
論
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文
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ド
政
権
期
（
一
九
七
四
│
一
九
七
六
）
と
カ

ー
タ
ー
政
権
期
Ⅱ
（
一
九
七
八
│
一
九
七
九
）
の
戦
略
が
こ
れ
に
当

た
る
。
日
本
は
、
米
国
の
対
ソ
戦
略
に
直
接
協
力
す
る
こ
と
に
は
後

ろ
向
き
で
あ
っ
た
。
李
君
は
そ
れ
を
、
日
米
安
全
保
障
関
係
を
基
軸

に
し
な
が
ら
も
大
国
レ
ベ
ル
の
国
際
政
治
ゲ
ー
ム
に
直
接
加
担
す
る

形
で
の
対
米
協
力
に
は
消
極
的
な
日
本
外
交
の
特
徴
お
よ
び
ジ
レ
ン

マ
と
し
て
解
釈
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
、
米
国
の
安
全
保

障
政
策
へ
の
協
力
の
一
環
と
し
て
日
本
が
展
開
し
た
の
が
対
韓
安
全

保
障
協
力
政
策
で
あ
っ
た
、
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。

米
国
の
東
ア
ジ
ア
政
策
が
「
均
衡
」
戦
略
に
該
当
す
る
の
は
、

「
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
の
原
則
が
反
映
さ
れ
る
形
で
米
中
ソ

の
勢
力
均
衡
が
最
も
巧
み
に
具
現
化
さ
れ
て
い
た
時
期
、
す
な
わ
ち

ニ
ク
ソ
ン
政
権
期
Ⅱ
（
一
九
七
一
│
一
九
七
三
）
で
あ
る
。
ソ
連
の

脅
威
が
深
刻
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
の
時
期
に

お
い
て
、
米
国
政
府
は
米
中
交
渉
に
お
い
て
主
導
的
な
立
場
を
採
り

な
が
ら
米
中
ソ
間
の
勢
力
均
衡
の
安
定
化
に
取
り
組
ん
だ
。
李
君
は
、

こ
の
時
期
は
日
本
が
志
向
す
る
「
朝
鮮
半
島
の
安
定
化
」
が
最
も
明

確
に
体
現
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
時
期
に

日
本
は
、
た
と
え
ば
中
国
と
の
国
交
正
常
化
と
い
う
外
交
的
手
段
に

よ
り
、
韓
国
の
安
全
保
障
や
朝
鮮
半
島
の
安
定
を
確
保
す
る
こ
と
を

試
み
た
と
論
じ
る
。

本
論
文
が
考
察
す
る
第
二
の
課
題
は
、
以
上
の
考
察
か
ら
浮
か
び

上
が
る
日
本
の
対
韓
政
策
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
李
君
は
、
大
枠
と
し
て
は
「
対
米
協
調
」
を
ひ
と
つ

の
軸
と
す
る
「
吉
田
路
線
」
が
維
持
さ
れ
る
一
方
で
、
日
本
外
交
の

「
自
律
性
の
拡
大
」
を
求
め
る
「
対
米
自
主
」
の
要
素
が
共
存
し
て

き
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
日
本
外
交
の
「
自
律
性
の

拡
大
」
へ
の
欲
求
が
、
デ
タ
ン
ト
期
に
日
本
が
韓
国
と
の
安
全
保
障

協
力
を
拡
大
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
、
と
論
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
は
、
米
中
ソ
の
三
大
国
が
戦
略
ゲ
ー
ム
を
繰
り
広
げ
る
な
か
で
、

日
本
が
「
吉
田
路
線
」
を
前
提
と
し
つ
つ
大
国
間
権
力
政
治
か
ら
距

離
を
置
く
形
で
独
自
の
外
交
を
展
開
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

さ
ら
に
李
君
は
、
そ
の
結
果
、
米
中
ソ
戦
略
ゲ
ー
ム
の
中
で
受
身

の
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
韓
国
と
日
本
が
、
事
実
上
対
等
な
安
全

保
障
協
力
を
進
め
よ
う
と
し
た
、
と
論
じ
る
。
確
か
に
、
大
国
意
識

を
捨
て
切
れ
な
い
日
本
と
、
日
本
を
米
中
ソ
三
国
と
同
レ
ベ
ル
の
ア

ク
タ
ー
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
む
し
ろ
常
識
と
さ
れ
て
い
た
韓
国
と

が
、
真
の
意
味
で
対
等
な
関
係
を
構
築
す
る
た
め
の
足
場
の
存
在
を

明
示
的
に
自
覚
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
米
中
ソ
ゲ
ー
ム

の
な
か
で
、
大
国
と
の
差
異
を
自
覚
す
る
韓
国
と
「
吉
田
路
線
」
に

立
脚
す
る
日
本
が
、
同
じ
国
際
政
治
の
構
造
的
圧
力
を
受
け
て
接
近

す
る
と
い
う
一
幕
が
存
在
し
た
、
と
李
君
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
対
米
関
係
を
基
軸
と
し
つ
つ
「
自
律
性
の
拡

大
」
を
求
め
て
展
開
さ
れ
た
日
本
の
対
韓
安
全
保
障
政
策
は
、
上
述

の
と
お
り
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
李
君
は
そ
れ
を
、

以
下
の
二
点
に
整
理
す
る
。
第
一
は
、
日
米
関
係
の
文
脈
に
お
け
る

韓
国
の
安
全
保
障
へ
の
協
力
に
関
す
る
ジ
レ
ン
マ
で
あ
る
。「
韓
国

条
項
」
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
日
本
は
本
来
韓
国
の
安
全
保

障
に
強
い
利
害
関
係
を
有
し
て
お
り
、
常
に
米
国
か
ら
韓
国
の
安
全

保
障
に
対
す
る
積
極
的
な
協
力
姿
勢
を
要
求
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

戦
後
「
吉
田
路
線
」
に
基
づ
き
経
済
の
復
興
と
成
長
を
目
指
し
た
日

本
外
交
は
、
安
全
保
障
面
で
の
「
役
割
分
担
」
を
求
め
る
米
国
の
声

に
対
し
て
は
消
極
的
に
対
応
し
た
。
そ
れ
が
し
ば
し
ば
日
米
間
の
摩

擦
に
発
展
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
南
北
朝
鮮
と
の
関
係

か
ら
生
じ
る
。
日
本
外
交
は
、
基
本
的
に
米
国
中
心
の
国
際
秩
序
を

受
け
入
れ
つ
つ
も
あ
る
程
度
「
自
律
性
の
拡
大
」
を
目
指
し
て
お
り
、

中
国
、
ソ
連
、
北
朝
鮮
等
の
共
産
主
義
国
家
と
の
関
係
改
善
の
余
地

を
常
に
残
そ
う
と
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
日
米
安
全
保
障
協
力
の

論
理
を
反
映
し
た
対
韓
安
全
保
障
政
策
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
日

本
の
対
北
朝
鮮
政
策
や
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
脅
威
認
識
に
関
し
て
、

韓
国
と
の
間
で
認
識
の
差
が
埋
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、「
朝
鮮
半
島
の
安
定
化
」
を
求
め
る
日
本
の
対
韓

安
全
保
障
政
策
は
、
こ
う
し
た
二
つ
の
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
る
日
本
が

「
自
律
性
の
拡
大
」
を
求
め
た
外
交
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
一
方

で
、
ジ
レ
ン
マ
を
内
在
さ
せ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
現
実
の
朝
鮮

半
島
情
勢
に
対
す
る
影
響
は
限
ら
れ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
各
章
の
要
約
を
紹
介
し
な
が
ら
さ
ら
に
詳
し
く
み
て
み
よ

う
。

２
．
各
章
の
要
約

本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

序

章
第
一
節

問
題
の
所
在

第
二
節

先
行
研
究
の
検
討

第
三
節

分
析
の
枠
組
み

第
一
章

ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
在
韓
米
軍
削
減
政
策
と
日
本
の
対
韓
政

策
（
一
九
六
九
年
〜
一
九
七
一
年
）

第
一
節

ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
世
界
戦
略
と
ア
ジ
ア
政
策

第
二
節

ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
在
韓
米
軍
削
減
政
策
と
米
韓
関
係

第
三
節

在
韓
米
軍
削
減
政
策
と
日
本
の
対
韓
安
全
保
障
政
策

第
二
章

ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
対
中
接
近
と
日
本
の
対
韓
政
策
（
一
九

七
一
年
〜
一
九
七
四
年
）
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第
一
節

米
国
の
対
中
接
近
と
在
韓
米
軍
問
題

第
二
節

米
中
和
解
と
在
韓
米
軍
追
加
削
減
の
遅
延

第
三
節

米
中
和
解
と
日
本
の
対
韓
安
全
保
障
政
策

第
三
章

フ
ォ
ー
ド
政
権
の
在
韓
米
軍
政
策
と
日
本
の
対
韓
政
策
の

再
検
討
（
一
九
七
四
年
〜
一
九
七
六
年
）

第
一
節

フ
ォ
ー
ド
政
権
の
対
韓
同
盟
公
約
の
強
化

第
二
節

日
米
安
全
保
障
協
力
の
強
化

第
三
節

在
韓
米
軍
に
対
す
る
戦
略
的
再
評
価
と
対
韓
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
の
強
化

第
四
章

カ
ー
タ
ー
政
権
の
在
韓
米
軍
撤
退
政
策
と
日
本
の
対
応

（
一
九
七
七
年
〜
一
九
七
八
年
）

第
一
節

カ
ー
タ
ー
政
権
の
在
韓
米
軍
撤
退
政
策
の
実
行
と
米
韓

関
係

第
二
節

在
韓
米
軍
撤
退
政
策
と
日
本
の
対
応

第
五
章

在
韓
米
軍
撤
退
政
策
の
中
止
と
日
韓
安
全
保
障
協
力
の
強

化
（
一
九
七
八
年
〜
一
九
七
九
年
）

第
一
節

在
韓
米
軍
撤
退
政
策
の
再
検
討
と
中
止

第
二
節

日
米
安
全
保
障
協
力
の
強
化

第
三
節

日
韓
安
全
保
障
協
力
の
展
開

終

章

主
要
参
考
文
献

序
章
で
は
、
以
上
の
問
題
設
定
、
先
行
研
究
の
検
討
、
分
析
視
角

の
設
定
が
行
わ
れ
る
。

第
一
章
「
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
在
韓
米
軍
削
減
政
策
と
日
本
の
対
韓

政
策
」
は
、
実
際
に
在
韓
米
軍
の
削
減
が
実
施
に
移
さ
れ
た
ニ
ク
ソ

ン
政
権
初
期
（
一
九
六
九
年
〜
一
九
七
一
年
）
を
、
米
国
の
東
ア
ジ

ア
政
策
に
関
す
る
「
撤
退
」、「
連
合
」、「
均
衡
」
と
い
う
三
分
類
の

う
ち
「
撤
退
」
戦
略
が
前
面
に
出
た
時
期
と
位
置
付
け
、
米
国
の
東

ア
ジ
ア
政
策
と
日
本
の
対
韓
政
策
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ニ
ク
ソ
ン
政
権
は
、「
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」、「
１
・
½
」

戦
略
、
米
中
和
解
等
を
構
想
し
つ
つ
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
か
ら
の
「
名

誉
あ
る
撤
退
」
を
目
指
し
た
。
本
章
は
、
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
七

一
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
在
韓
米
軍
削
減
政
策
を
、「
ニ
ク
ソ

ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
と
「
１
・
½
」
戦
略
の
適
用
例
と
し
て
詳
細
に

分
析
す
る
。
さ
ら
に
、
韓
国
政
府
が
在
韓
米
軍
削
減
問
題
を
め
ぐ
る

米
韓
交
渉
に
際
し
て
、
在
韓
米
軍
削
減
の
中
止
に
向
け
日
本
の
側
面

支
援
の
必
要
性
を
認
識
し
た
こ
と
を
近
年
公
開
さ
れ
た
韓
国
の
外
交

文
書
に
よ
り
明
ら
か
に
し
、
日
本
が
米
国
と
の
会
談
で
韓
国
政
府
の

立
場
を
伝
え
る
等
相
応
の
支
援
を
提
供
し
た
こ
と
も
指
摘
す
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
平
和
憲
法
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
制
度
や
政

治
・
世
論
の
制
約
に
よ
り
、
日
本
が
在
韓
米
軍
削
減
に
伴
う
韓
国
の

安
全
保
障
問
題
に
軍
事
協
力
等
で
直
接
関
与
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
っ
た
。
李
君
も
、
そ
れ
を
「
吉
田
路
線
」
の
枠
内
で
の
日
本
外
交
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の
特
性
と
し
て
的
確
に
理
解
す
る
。
そ
の
上
で
本
章
は
、
米
国
が

「
撤
退
」
戦
略
を
前
面
に
打
ち
出
す
際
に
、
日
韓
両
国
が
接
近
す
る

力
学
が
生
じ
た
こ
と
を
分
析
的
に
示
し
、
ま
た
実
際
に
そ
の
種
の
日

韓
協
力
の
動
き
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
実
証
的
に
示
す
の
で
あ
る
。

第
二
章
「
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
対
中
接
近
と
日
本
の
対
韓
政
策
」
は

ニ
ク
ソ
ン
政
権
後
期
（
一
九
七
一
年
〜
一
九
七
四
年
）
を
考
察
対
象

と
し
、
米
中
ソ
間
の
戦
略
的
安
定
を
求
め
た
米
国
の
「
均
衡
」
戦
略

と
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
「
朝
鮮
半
島
デ
タ
ン
ト
」
下
で
の
日
本
の
対

韓
安
全
保
障
政
策
の
展
開
を
考
察
す
る
。
米
国
の
戦
略
の
朝
鮮
半
島

へ
の
影
響
と
し
て
は
、
米
中
和
解
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
米
中
協
議

に
お
い
て
朝
鮮
半
島
問
題
が
重
要
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
在

韓
米
軍
問
題
に
関
し
て
も
長
期
的
に
は
撤
退
を
志
向
す
る
米
国
の
意

図
に
関
し
て
米
中
の
間
に
一
定
の
理
解
が
成
立
し
た
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
朝
鮮
半
島
デ
タ
ン
ト
」
を
も
た
ら
す
の
で
あ

る
。本

章
は
、
一
方
で
日
本
が
、
引
き
続
き
在
韓
米
軍
追
加
削
減
に
つ

い
て
米
国
に
反
対
の
立
場
を
表
明
し
、
韓
国
に
対
す
る
経
済
協
力
を

維
持
し
、
一
九
六
九
年
の
「
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
共
同
声
明
」
に
お
け

る
「
韓
国
条
項
」
を
原
則
的
に
堅
持
す
る
等
、
韓
国
に
対
す
る
安
全

保
障
協
力
を
維
持
し
た
こ
と
を
論
じ
る
。
他
方
日
本
は
、
同
時
に
北

朝
鮮
と
の
関
係
拡
大
に
も
努
め
た
。
さ
ら
に
は
、
一
九
七
〇
年
代
中

盤
に
入
る
と
「
韓
国
条
項
」
の
論
理
を
韓
国
の
安
全
か
ら
朝
鮮
半
島

の
安
定
へ
と
拡
大
す
べ
く
日
米
交
渉
に
臨
む
こ
と
に
な
る
。
本
章
は

そ
の
日
本
外
交
を
、
韓
国
と
の
安
全
保
障
協
力
を
維
持
し
な
が
ら

「
朝
鮮
半
島
の
安
定
化
」
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
「
自
律

性
の
拡
大
」
の
試
み
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
。
こ
う
し
て
本
章
は
、

米
国
の
「
均
衡
」
戦
略
が
も
た
ら
し
た
米
中
和
解
お
よ
び
「
朝
鮮
半

島
デ
タ
ン
ト
」
に
よ
り
北
東
ア
ジ
ア
の
勢
力
均
衡
が
維
持
さ
れ
る
な

か
で
、
日
本
が
「
全
方
位
外
交
」
へ
の
志
向
を
明
確
に
し
つ
つ
「
朝

鮮
半
島
の
安
定
化
」
に
向
け
た
独
自
の
外
交
に
取
り
組
ん
だ
と
論
じ

る
の
で
あ
る
。

第
三
章
「
フ
ォ
ー
ド
政
権
の
在
韓
米
軍
政
策
と
日
本
の
対
韓
政
策

の
再
検
討
」
は
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
辞
任
後
の
フ
ォ
ー
ド
政
権
（
一

九
七
四
年
〜
一
九
七
六
年
）
期
を
、
在
韓
米
軍
の
維
持
や
日
米
安
全

保
障
関
係
の
強
化
に
中
国
が
同
意
し
、
デ
タ
ン
ト
期
の
米
国
の
ア
ジ

ア
に
お
け
る
「
連
合
」
戦
略
に
関
し
て
米
中
が
認
識
を
共
有
し
た
時

期
と
し
て
意
義
付
け
る
。
フ
ォ
ー
ド
政
権
は
、
一
九
七
五
年
四
月
の

サ
イ
ゴ
ン
陥
落
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
統
一
へ
の
流
れ
の
な
か
で
、
北
東
ア

ジ
ア
の
重
要
拠
点
と
し
て
韓
国
を
位
置
付
け
、
そ
の
後
方
支
援
の
役

割
を
沖
縄
に
期
待
し
、
韓
国
防
衛
の
た
め
の
日
本
と
の
安
全
保
障
協

力
を
重
視
し
た
。
本
章
は
、
一
九
七
五
年
の
三
木
・
フ
ォ
ー
ド
首
脳

会
談
で
合
意
さ
れ
た
「
新
韓
国
条
項
」
を
、
日
本
の
北
東
ア
ジ
ア
地
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域
の
安
全
保
障
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
対
象
を
韓
国
か
ら
朝

鮮
半
島
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
で
、
日
米
安
全
保
障
協
力
の
強
化
を

表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
。
李
君
に
よ
れ
ば
、
一
九
七

五
年
一
二
月
に
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
が
発
表
し
た
「
新
太
平
洋
ド
ク
ト

リ
ン
」
は
、
以
上
を
包
摂
す
る
米
国
の
「
連
合
」
戦
略
の
表
明
で
あ

っ
た
。

そ
の
間
日
本
政
府
は
、
引
き
続
き
「
朝
鮮
半
島
の
安
定
化
」
と
い

う
外
交
政
策
の
基
本
目
標
の
下
で
、
韓
国
の
安
全
保
障
と
北
朝
鮮
と

の
関
係
改
善
と
を
同
時
に
追
求
し
た
。
本
章
は
、
金
大
中
拉
致
事
件

で
極
度
に
悪
化
し
た
韓
国
と
の
関
係
改
善
に
関
心
を
示
す
三
木
政
権

の
宮
沢
外
相
が
一
九
七
四
年
一
二
月
に
訪
韓
し
た
際
、
韓
国
側
が

「
日
米
韓
三
国
安
全
保
障
協
力
」
の
構
想
を
提
案
し
た
事
実
を
明
ら

か
に
す
る
。
日
本
が
自
国
の
防
衛
と
安
全
保
障
を
超
え
た
地
域
安
全

保
障
の
具
体
的
取
り
組
み
に
踏
み
出
す
こ
と
は
な
く
、
原
則
的
な
同

意
を
示
す
以
上
の
対
応
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
韓
国
政
府

が
そ
れ
を
承
知
の
上
で
、
将
来
の
可
能
性
と
し
て
「
日
米
韓
三
国
安

全
保
障
協
力
」
構
想
を
日
本
に
提
案
し
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
ベ
ト

ナ
ム
の
共
産
化
や
ソ
連
の
脅
威
の
増
大
に
よ
っ
て
米
国
の
「
連
合
」

戦
略
が
模
索
さ
れ
る
な
か
で
、
韓
国
か
ら
対
日
接
近
の
力
学
が
働
い

た
瞬
間
で
あ
っ
た
。

第
四
章
「
カ
ー
タ
ー
政
権
の
在
韓
米
軍
撤
退
政
策
と
日
本
の
対

応
」
は
、
カ
ー
タ
ー
政
権
前
期
（
一
九
七
七
年
〜
一
九
七
八
年
）
が

進
め
た
在
韓
米
軍
撤
退
政
策
を
分
析
し
、
そ
れ
に
対
す
る
福
田
政
権

の
対
応
を
中
心
に
考
察
す
る
。
カ
ー
タ
ー
政
権
に
と
っ
て
中
国
と
の

国
交
正
常
化
が
ア
ジ
ア
外
交
の
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
本
章
は
、

ニ
ク
ソ
ン
政
権
期
に
は
米
中
和
解
と
在
韓
米
軍
撤
退
政
策
が
「
撤

退
」
戦
略
の
下
で
有
機
的
な
関
連
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
カ

ー
タ
ー
政
権
の
ア
ジ
ア
政
策
に
は
、
在
韓
米
軍
撤
退
政
策
が
米
中
国

交
正
常
化
と
関
連
付
け
ら
れ
た
形
跡
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
し
て
、
在
韓
米
軍
撤
退
政
策
は
カ
ー
タ
ー
政
権
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

優
先
」
の
反
映
で
あ
り
、
裏
を
返
せ
ば
東
ア
ジ
ア
の
重
要
性
の
相
対

的
な
低
下
を
意
味
し
て
い
た
と
論
じ
る
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
政
府
は
カ
ー
タ
ー
政
権
の
在
韓
米
軍
撤
退
政

策
に
過
敏
に
反
応
し
た
。
李
君
は
、
そ
れ
は
韓
国
の
安
全
が
日
本
の

安
全
に
緊
要
で
あ
る
と
い
う
日
本
政
府
の
認
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
日
本
政
府
は
「
韓
国
条
項
」
の

表
現
と
内
容
を
拡
大
し
た
も
の
の
、
カ
ー
タ
ー
政
権
の
在
韓
米
軍
撤

退
政
策
に
対
す
る
反
対
の
立
場
を
「
韓
国
条
項
」
に
示
さ
れ
た
基
本

認
識
の
下
で
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
政
府
は
、

早
い
段
階
か
ら
カ
ー
タ
ー
政
権
の
在
韓
米
軍
撤
退
政
策
を
朝
鮮
半
島

の
安
定
を
害
す
る
政
策
と
規
定
し
、
そ
れ
へ
の
反
対
の
立
場
を
示
し

た
。
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さ
ら
に
本
章
は
、
カ
ー
タ
ー
政
権
の
政
策
が
具
体
化
し
、
在
韓
米

軍
撤
退
政
策
に
つ
い
て
日
本
と
の
協
議
が
始
ま
る
と
、
日
本
政
府
の

立
場
に
は
徐
々
に
変
化
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な

わ
ち
福
田
政
権
は
、
軍
事
安
全
保
障
面
で
の
協
議
に
お
い
て
は
、
在

韓
米
軍
撤
退
問
題
に
対
す
る
姿
勢
を
初
期
の
「
反
対
の
立
場
」
か
ら

「
第
三
者
的
立
場
」
へ
と
変
更
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

日
本
は
依
然
と
し
て
朝
鮮
半
島
の
軍
事
的
均
衡
が
崩
れ
る
こ
と
の
危

険
性
を
認
識
し
て
い
た
、
と
李
君
は
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
、「
朝
鮮

半
島
の
安
定
化
」
の
た
め
の
軍
事
安
全
保
障
的
手
段
と
外
交
的
手
段

の
う
ち
後
者
が
重
要
と
な
る
。
そ
こ
で
福
田
政
権
は
、
中
国
、
ソ
連

と
の
関
係
改
善
と
共
に
、
北
朝
鮮
と
の
接
触
を
維
持
・
拡
大
し
よ
う

と
努
力
し
た
。
そ
こ
に
現
れ
た
日
本
外
交
の
特
徴
を
全
般
的
に
示
し

た
の
が
、
福
田
政
権
が
強
調
し
た
「
全
方
位
外
交
」
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

第
五
章
「
在
韓
米
軍
撤
退
政
策
の
中
止
と
日
韓
安
全
保
障
協
力
の

強
化
」
は
、
カ
ー
タ
ー
政
権
後
期
（
一
九
七
八
年
〜
一
九
七
九
年
）

の
米
国
の
東
ア
ジ
ア
政
策
を
「
連
合
」
戦
略
の
反
映
と
し
て
考
察
す

る
。
本
章
は
、
発
足
当
初
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
優
先
」
に
よ
り
ア
ジ
ア
か

ら
の
「
撤
退
」
戦
略
を
追
求
し
た
カ
ー
タ
ー
政
権
は
、
一
九
七
八
年

以
降
、
中
国
と
の
国
交
正
常
化
を
通
じ
て
米
中
間
の
安
全
保
障
協
力

関
係
を
構
築
し
、
ソ
連
の
拡
張
主
義
的
な
対
外
行
動
を
牽
制
す
る
た

め
の
「
連
合
」
戦
略
に
転
換
し
た
と
論
じ
る
。
対
ソ
抑
止
の
た
め
に

は
同
盟
国
の
協
力
が
必
要
で
あ
り
、
米
国
は
在
韓
米
軍
撤
退
政
策
の

中
止
と
と
も
に
日
本
と
の
安
全
保
障
協
力
の
強
化
を
推
進
す
る
。

そ
う
し
た
な
か
、
一
九
七
八
年
七
月
、
ブ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
大
統
領

補
佐
官
が
当
面
在
韓
米
地
上
軍
の
撤
退
を
中
止
す
る
と
い
う
内
容
の

大
統
領
声
明
を
発
表
し
た
。
日
本
政
府
は
対
ソ
抑
止
と
い
う
観
点
か

ら
日
米
安
保
体
制
の
強
化
に
協
力
し
、
米
国
の
対
ソ
戦
略
と
朝
鮮
半

島
政
策
の
関
連
性
を
認
識
し
、
韓
国
に
対
す
る
安
全
保
障
協
力
を
模

索
す
る
。
李
君
は
そ
れ
を
、
安
全
保
障
問
題
に
対
す
る
日
本
の
認
識

の
「
現
実
主
義
化
」
と
表
現
す
る
。
日
本
政
府
が
対
韓
安
全
保
障
政

策
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
軍
事
的
協
力
に
は
慎
重
な
立
場
を
堅
持
し

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
章
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
平

内
閣
が
山
下
元
利
防
衛
庁
長
官
の
韓
国
訪
問
を
実
現
さ
せ
た
こ
と
、

ま
た
非
公
式
な
日
韓
の
安
全
保
障
協
議
を
通
じ
て
在
韓
米
軍
撤
退
問

題
や
ソ
連
の
対
外
軍
事
的
膨
脹
に
対
す
る
日
韓
協
力
の
あ
り
方
を
議

論
し
、
日
米
韓
三
国
安
全
保
障
協
力
体
制
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
意

思
疎
通
が
図
ら
れ
た
こ
と
を
、
近
年
公
開
さ
れ
た
韓
国
の
外
交
史
料

を
駆
使
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
一
九
七
八
年
か
ら
一
九
七
九
年
に
か

け
て
米
国
が
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
「
連
合
」
戦
略
を
採
っ
た
時
期
に
、

日
韓
両
国
を
接
近
さ
せ
る
力
学
が
よ
り
明
示
的
に
働
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
日
本
政
府
は
、
ソ
連
に
対
す
る
抑
止
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
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な
安
全
保
障
政
策
の
側
面
と
「
朝
鮮
半
島
の
安
定
化
」
と
い
う
戦
後

日
本
外
交
の
目
的
を
両
立
さ
せ
、
よ
り
積
極
的
な
対
韓
安
全
保
障
政

策
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。

終
章
で
は
、
以
上
の
主
要
な
論
点
が
分
析
枠
組
み
に
基
づ
き
整
理

さ
れ
て
本
論
文
が
締
め
括
ら
れ
る
。

３
．
本
論
文
の
評
価

近
年
一
次
史
料
の
公
開
が
進
み
つ
つ
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
九

七
〇
年
代
に
お
け
る
日
本
外
交
の
研
究
は
新
た
な
段
階
に
差
し
掛
か

り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ま
で
国
交
正
常
化
後
の
日
韓
安
全
保
障
協
力
を

め
ぐ
る
研
究
は
、
具
体
的
な
政
策
や
協
力
の
形
態
と
し
て
顕
在
化
し

た
ケ
ー
ス
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
チ
ャ
に
よ
る

「
見
捨
て
ら
れ
」「
巻
き
込
ま
れ
」
の
論
理
に
よ
る
分
析
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
理
論
的
概
念
に
よ
る
抽
象
的
な
考
察
が
主
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
外
交
史
料
の
公
開
が
進
む
に
つ
れ
て
、
必
ず
し
も
具
体
的

成
果
に
結
実
し
な
い
な
が
ら
も
実
質
的
な
安
全
保
障
協
力
に
向
け
て

の
動
き
が
日
韓
関
係
に
も
生
じ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ

あ
る
。
本
論
文
は
、
そ
の
種
の
新
た
な
世
代
の
実
証
的
研
究
と
し
て

先
駆
的
な
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
の
優
れ
た
特
徴
は
、
独
立
変
数
と
し
て
米
国
の
東
ア
ジ
ア

政
策
の
類
型
化
を
試
み
、
米
国
の
外
交
史
料
を
読
み
込
ん
だ
上
で
の

実
証
的
考
察
と
関
連
付
け
な
が
ら
、
日
本
の
対
韓
安
全
保
障
政
策
の

展
開
を
詳
細
に
分
析
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
結
果
本
論
文
は
、

従
来
は
米
国
が
橋
渡
し
を
す
る
こ
と
で
日
韓
協
力
が
形
成
さ
れ
て
き

た
と
一
般
的
に
論
じ
ら
れ
る
だ
け
に
留
ま
っ
て
き
た
日
韓
関
係
の
実

態
を
、
米
国
の
戦
略
の
変
化
に
伴
う
日
本
と
韓
国
の
具
体
的
反
応
を

明
ら
か
に
し
つ
つ
、
内
面
の
力
学
に
踏
み
込
ん
で
解
明
す
る
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
米
国
の
「
撤
退
」
戦
略
が
日
韓
両
国
を
接
近
さ
せ

る
力
学
を
生
み
な
が
ら
も
、
日
本
に
よ
る
対
韓
安
全
保
障
協
力
に
は

米
国
と
の
軍
事
的
役
割
分
担
に
踏
み
込
め
な
い
と
い
う
大
き
な
制
約

が
存
在
す
る
こ
と
が
、
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
米
国
の
戦
略

が
「
連
合
」
に
傾
く
と
、
韓
国
側
か
ら
の
対
日
接
近
の
力
学
が
強
く

な
る
一
方
で
、
日
本
の
具
体
的
な
対
韓
安
全
保
障
政
策
は
む
し
ろ
消

極
的
に
な
っ
た
。
米
国
の
「
均
衡
」
戦
略
で
東
ア
ジ
ア
秩
序
が
安
定

す
る
と
日
本
の
「
全
方
位
外
交
」
の
衝
動
が
最
も
明
示
的
に
現
れ
る

が
、
そ
れ
は
北
朝
鮮
認
識
等
に
関
し
て
韓
国
と
の
間
に
溝
を
生
み
出

し
た
。
こ
う
し
て
本
論
文
は
、
日
韓
安
全
保
障
関
係
に
は
両
国
を
接

近
さ
せ
る
力
学
と
同
時
に
協
力
の
進
展
を
阻
害
す
る
要
因
が
作
用
し

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

本
論
文
は
、
以
上
の
よ
う
な
日
韓
関
係
の
形
態
が
、
日
米
関
係
を

基
軸
と
し
つ
つ
も
同
時
に
「
自
律
性
の
拡
大
」
を
志
向
し
て
き
た
日
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本
外
交
に
内
在
す
る
ジ
レ
ン
マ
、
お
よ
び
そ
の
特
徴
か
ら
生
ま
れ
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
李
君
の
考
察
が
ユ
ニ
ー
ク

な
の
は
、
日
本
の
対
韓
安
全
保
障
政
策
の
実
証
的
解
明
に
、
近
年
精

力
的
に
公
開
が
進
ん
で
い
る
韓
国
の
外
交
史
料
が
ふ
ん
だ
ん
に
利
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
外
交
史
料
の
公
開
が
遅
れ
て
い

る
こ
と
に
も
よ
る
が
、
米
国
の
戦
略
の
変
化
に
対
応
す
る
形
で
日
韓

両
国
が
水
面
下
で
具
体
的
な
接
触
と
協
力
を
繰
り
返
し
て
い
た
事
実

が
、
韓
国
の
史
料
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
本
論
文
に
は
、
必
ず
し
も
具
体
的
成
果
と
し
て
実
現
し
な
か
っ

た
案
件
や
ケ
ー
ス
を
分
析
対
象
と
し
て
外
交
史
を
再
構
築
す
る
と
い

う
、
新
し
い
外
交
史
研
究
の
試
み
と
し
て
の
先
駆
的
意
義
が
認
め
ら

れ
る
。

た
だ
、
本
論
文
に
も
課
題
は
残
る
。
ま
ず
、
米
国
の
東
ア
ジ
ア
政

策
の
類
型
化
は
本
論
文
の
方
法
論
上
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
時
期
を
や
や
差
別
化
し
過
ぎ
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
。
分
析

的
な
ポ
イ
ン
ト
を
強
調
す
る
た
め
に
は
そ
れ
な
り
に
有
効
で
は
あ
る

が
、
米
国
外
交
の
連
続
性
や
複
合
性
に
配
慮
し
た
深
み
の
あ
る
実
証

的
記
述
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
観
は
否
め
な
い
。
ま
た
、
日
韓
安
全

保
障
協
力
の
構
造
と
プ
ロ
セ
ス
の
解
明
に
は
、
日
韓
二
国
間
関
係
に

特
有
の
要
因
と
力
学
の
考
察
も
重
要
で
あ
る
。
米
国
要
因
を
独
立
変

数
と
す
る
本
論
文
で
は
あ
る
が
、
中
間
変
数
と
し
て
取
り
上
げ
る
余

地
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
若
干
の
問
題
が
残
る
も
の
の
、
そ

れ
ら
は
本
論
文
の
価
値
を
損
ね
る
も
の
で
は
な
く
、
李
君
に
は
今
後

研
究
書
と
し
て
出
版
を
す
る
際
の
課
題
と
し
て
も
ら
い
た
い
。

以
上
、
審
査
員
一
同
は
、
本
博
士
学
位
請
求
論
文
が
独
創
的
で
的

確
な
分
析
と
高
い
実
証
性
を
兼
ね
備
え
た
先
駆
的
な
学
術
研
究
で
あ

る
こ
と
を
認
め
、
博
士
（
法
学
）（
慶
應
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授

与
す
る
の
に
適
当
と
判
断
す
る
次
第
で
あ
る
。

二
〇
一
二
年
二
月
二
八
日

主
査
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應
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大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
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芳
秀

Ph.
D.

副
査

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員

法
学
博
士

赤
木

完
爾

副
査

慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授

法

学

博

士

小
此
木
政
夫
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